
【支援のための取組】

【早期に把握し、適切な支援につなぐための取組】
【計画策定スケジュール】

福 祉 分 野 等 教 育 分 野

高・大学等期
(16歳～)

小・中学校期
(７～15歳)

福 祉 分 野 等

経済的な支援 その他の支援 その他の支援経済的な支援

教 育 分 野

子どもへの
支援

保護者への
支援

・高等学校等への就学支援金の給付、私立
高校の入学料・授業料軽減への支援

・高校生等奨学給付金の支給
・高校中退者の学び直しへの支援（授業料等）
・県育英会による無利子奨学金の貸与、
学生寮の運営支援

・日本学生支援機構による奨学金の貸与

・学習や学校生活に困難を来す生徒に
対する校内支援

・中途退学者に対する追跡調査の実施
と支援

・ひとり親家庭への保育料助成
・生活保護制度（教育扶助、生業扶助、
奨学金等の収入認定除外等）

・生活福祉資金の貸付（教育支援資金）

・ひとり親家庭の保育所の優先入所
・ひとり親家庭の公営住宅の優遇入居
・児童養護施設退所者の就職やアパート賃借
契約を行う際の身元保証人確保

・里親委託制度

・生活保護制度（生活扶助等）
・ひとり親家庭等に対する資金貸付
・児童扶養手当の支給
・生活困窮者自立支援制度（就労等の
自立相談支援、支援プラン作成、家
賃費用の給付等）

・ひとり親家庭就業・自立支援センターに
おける就業相談、求人情報の提供

・ひとり親家庭の親に対する職業能力開発
講座受講料の補助

■教職員による児童生徒の観察
■教職員による家庭・地域社会での生活状況の把握
■教職員、スクールカウンセラー等の児童生徒や保護者との面談
■フリーダイヤル「すこやか電話」による相談
■家庭教育支援チームによる課題を抱える家庭への支援
■スクールソーシャルワーカーによる学校と支援関係機関のコーディ
ネート

■民生委員による地域での見守り活動
■訪問事業者等の協力による地域見守りネットワーク活動
■市町村社協職員やコミュニティソーシャルワーカーによる地域見守り活動
■福祉事務所による見守り・相談（生活保護ケースワーカー、母子父子自立
支援員、家庭相談員）

■ひとり親家庭就業・自立支援センターによる相談対応と各種福祉制度等の
情報提供

■生活困窮者自立支援事業による相談内容の分析と関係機関へのつなぎ、支
援プランの作成と伴走型の支援

秋田県子どもの貧困対策計画（仮称）素案の概要

【計画策定の主旨】
・「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の趣旨を踏まえ、子どもの将来がその生まれ
育った環境によって左右されることのない社会の実現に向けて、子どもの貧困対策の
総合的な推進を図る。

【計画の性格】
・「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づく、都道府県子どもの貧困対策
計画として策定。

【計画期間】 平成２８年度から３２年度までの５年間

【基本的な認識】
どのような社会状況にあっても、家庭の生活

困窮が原因で、子どもたちの健全な成長や、自
らの夢の実現に向けた進路選択に影響が生じる
ようなことがあってはならない。
一方、子どもの貧困の実態は見えにくく、捉

えにくいというのが実情である。
こうした中で、子どもの貧困対策を着実に推

進していくため、貧困の問題を抱える子どもた
ちの状況をできる限り早期に把握するとともに、
その問題が深刻化する前に的確な支援につなげ
ることを基本的な方針として、計画の策定に取
り組むこととする。

【課 題】
○問題の把握の難しさ

子どもの貧困の定義や基準が必ずしも明確ではないほか、
所得額をはじめ各世帯の実情の正確な把握は難しく、貧困家
庭の子どもの把握が困難である。
○世帯ごとの状況の多様さ

子どもの年齢や世帯の状況に応じて、抱える問題が多様で
あり、個々のケースに対応しつつ問題の解決を図っていくた
めには、幅広く様々な支援策が求められる。
○抱える問題の複雑さ

生活困窮の原因は単純ではなく、複数の問題が複雑にから
み合う場合が多いことから、特定の機関だけでなく、多くの
関係者団体・機関による対応が求められる。

平成27年12月 社会福祉審議会での
意見聴取

平成28年１月 パブリックコメントの実施
平成28年２月 社会福祉審議会での審議

県議会に説明
平成28年３月 計画決定

【計画の推進方針】

切れ目のないきめ細かな支援に向けた施策体系の整備

福祉・教育の分野
における問題ケー
スの早期把握

複雑なケースを解決
に導くための支援策
のコーディネート

福祉環境委員会提出資料 平成２７年１２月８日 福祉政策課

・要保護および準要保護児童生徒に
対する就学援助（学用品費、学校給食
費等）
・特別支援教育就学奨励費の支給

・少人数学級等によるきめ細かな指導
・地域による学習支援（放課後・土曜
日の子ども教室や放課後の学習支援）

・健康の保持増進に向けた食育の推進

【計画の目指す姿】

手を伸ばせばすぐ届くところに、いつでも、子どもたちを見守る目と支えよ
うとする人の輪（和）があり、すべての子どもたちが夢と希望を持って成長
することができる地域社会の実現。

関係者等の連携に
よる適切な支援制
度等へのつなぎ






